
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
要
綱

第
一

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
海
域
に
お
け
る
風
力
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
海
域
の
上
空
三
百
十
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
域
及
び
海
底
下
百
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
区
域
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
管
理
の
た
め

に
行
う
行
為
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

海
底
の
掘
削
又
は
切
土
そ
の
他
海
底
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為

二

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
ご
と
に
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
廃
物
の
投
棄

（
第
四
条
関
係
）

第
五

法
第
十
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
占
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
一
か
ら
三

ま
で
に
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
。



一

容
易
に
移
転
し
、
又
は
撤
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
施
設
又
は
工
作
物
に
よ
る
占
用

五
年

二

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
る
占
用

三
十
年

三

一
及
び
二
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
占
用

十
年

（
第
五
条
関
係
）

第
六

法
第
十
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

）
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項

。

ま
で
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
七

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）



二

法
附
則
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
法
の
施
行
後
最
初
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
選
定
事

業
者
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
調
達
価
格
及
び
調
達
期
間
を
告
示
し
た
日
又
は
平
成
三
十

二
年
十
二
月
六
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）

三

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
項
関
係
）


